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年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認新潟地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 1 件

厚生年金関係 1 件



新潟厚生年金 事案 1691 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の算定の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間の標準賞与額に係る記録を 27万 9,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 49年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 平成 18年 12月 28日 

  私の申立期間に係る標準賞与額については、事業主が保険料納付の時効期

間を経過した後に届け出たことから、年金額に反映されない記録となってい

る。 

  Ａ社から支給された申立期間の賞与からは厚生年金保険料が控除されて

いたので、標準賞与額の記録が年金額に反映されるようにしてほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準賞与額の記録の訂正を申し立てているところ、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準

賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業

主が源泉控除していたと認められる保険料の額及び申立人の賞与額のそれぞ

れに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれ

か低い方の額を認定することになる。 

 したがって、Ａ社が保管する賞与支払明細書（控）から、申立人に対して、

30 万円の賞与が支給されていることが確認できる一方で、厚生年金保険料控

除額については、標準賞与額 27万 9,000円に基づく保険料を控除されている

ことが確認できることから、申立人の申立期間の標準賞与額については 27 万

  



9,000円とすることが妥当である。 

  なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期

間に係る賞与の届出を行っていることから、社会保険事務所（当時）は、当該

標準賞与額に基づく厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 


